
利用規約 

（求職者紹介業務基本契約 雇用期間を短期とするもの） 

（第３版） 

効力発生時期 ２０２５年２月１日 

 

第１条（本規約の目的、一日紹介委託） 

１ 本規約は、甲乙間で締結された求職者紹介業務基本契約（雇用期間を短期とするもの）

（以下、「本契約」という。）において、甲が乙の提供する業務を利用するにあたり必要

な条件を定めることを目的とする。 

２ 乙は職業安定法および本規約に基づき、求職者の中から甲が求める求職者を選定の

上、甲が採用に至るまでの支援活動（求職者の募集、探索、調査、面接、選考、労働条件

の決定等に関する求職者紹介業務。以下「本業務」という。）を行う。 

３ 乙は、甲に対し、職業安定法上の有料職業紹介事業として、キャストおよびヘアメイ

クスタッフについて、求職者の紹介を行う。 

４ 甲は、乙に対し、本業務にて紹介された求職者と雇用契約を締結する際には、雇用期

間を短期とすることを約する。甲は、本業務にて紹介された求職者に対し、報酬を当日

払いで支払う。 

 

第２条（関係法令の遵守、年齢確認、乙の免責） 

１ 甲および乙は、本業務を委託・遂行するにあたり、労働基準法、職業安定法等の労働

関係法をはじめとする各法令および都道府県で定める各条例を遵守する。 

２ 甲は、求職者の年齢確認について、甲の責任において厳重に行う。 

３ 甲は、乙が紹介する求職者と直接雇用契約を締結する。甲は、甲と求職者との間の雇

用契約における債務不履行や法令違反について、乙が責任を負わないことを確認する。 

４ 甲は、求職者が業務上負傷し、または疾病にかかつた場合においては、甲の費用で必
要な療養を行い、または必要な療養の費用を負担しなければならないことを確認する。 

 

第３条（適用範囲） 

 本規約は、本契約の有効期間中のすべての個別契約に適用する。ただし、個別契約におい

て本規約と異なる定めがあるときは、個別契約の定めを優先する。 

 

第４条（求人票の作成） 

 甲は、求人を申し込むにあたり乙が必要とする項目に関する情報を全てかつ正確に伝え

なければならない。また、乙は求人票に当該情報を全てかつ正確に記載しなければならない。 
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第５条（求職者の選定） 

 乙は、甲から明示された求人条件に該当する資格、能力、知識、技術、技能および経験等

を有する求職者を選任し、甲に紹介する。 

 

第６条（職業紹介責任者の選任） 

１ 乙は、職業紹介責任者を選任する。 

２ 職業紹介責任者は、管理簿等の作成、求職者から申出を受けた苦情の処理等を行う。 

 

第７条（苦情の処理方法） 

１ 甲および乙は、求職者からの苦情の申出を受ける担当者を選任し、当該担当者の氏名、

求職者から申出を受けた苦情の処理方法および甲乙間の連絡体制等を定めることとする。 

２ 前項により苦情を処理した場合には、甲および乙は、その結果について必ず求職者に

知らせる。また、乙は当該苦情の内容を記録することとする。 

 

第８条（適正な就業の確保） 

 甲は、求職者に対し、関係法令、本規約および個別契約を守って求職者を受入れ、就業が

適正かつ円滑に行われるように配慮しなければならない。 

 

第９条（個人情報の保護） 
１ 甲および乙は、それぞれ、その業務に関し、求職者の個人情報を収集し、保管し、ま

たは使用するにあたっては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者の個人情報

を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、および使用しなければなら

ない。ただし、以下の場合はこの限りでない。 
(1) 求職者の同意がある場合 
(2) 法令に基づく場合 
(3) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、求職者の同意

を得ることが困難である場合 
(4) 公衆衛生の向上のために特に必要がある場合であって、求職者の同意を得ることが

困難である場合 
２ 乙が甲に提供することができる求職者の個人情報は、職業紹介業務に必要な範囲に
限る。 
３ 甲は、乙から提供された求職者の画像データについて、提供を受けた日の翌日を起算
日として７日以内に削除しなければならない。 

 

第１０条（有効期間） 

１ 本契約の有効期間は、本契約締結日から１年間とする。 
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２ 本契約の有効期間満了の１ヵ月前までに、書面、メールまたは LINEによる更新拒否

の意思表示がなされないときは、本契約は同一の条件にて更新されるものとし、以後も

同様とする。 

 

第１１条（中途解約） 

 １ 甲および乙は、本契約期間中であっても、１ヵ月（３０日間）の予告期間をおいて、

書面、メールまたは LINEをもって相手方に通知し、本契約を解約することができる。 

２ 前項にかかわらず、乙は、甲が次の各号に該当したときは、予告期間をおいた通知を

要せず、かつ、違約金を支払うことなく、直ちに本契約を解除することができる。 

(1) 甲が、本業務にて紹介された求職者に対して、乙への報告をすることなく、雇用

期間を長期とする雇用契約を締結することを勧めた場合 

(2) 甲が、本業務にて紹介された求職者との間で、乙への報告をすることなく、雇用

期間を長期とする雇用契約を締結した場合 

(3) 甲が、別紙遵守事項に違反した場合 

 

第１２条（営業秘密の保持） 

１ 甲および乙は、業務遂行のために相手方より提供された資料および営業上の情報を、

事前の書面、メールまたは LINE による相手方の同意なく、第三者に漏洩、開示または不

正に使用してはならない。ただし、次の各号に該当する情報についてはこの限りではな

い。 

(1) 本契約および個別契約とは無関係に保有している情報 

(2) 甲が乙に提供した、求職者向けの店舗営業情報 

２ 甲および乙は、前項に定める守秘義務が本契約終了後も存続することを相互に確認

する。 

 

第１３条（無断就業の禁止） 

１ 甲は、乙が紹介した求職者について、乙に無断で就業させてはならない。 

２ 甲は、乙が紹介した求職者について、乙に無断で連絡先を交換することおよび 

連絡を取り合うこと等の行為をしてはならない。ただし、求人者が求職者の氏名、生

年月日、性別、住所および国籍（在留資格および在留期間、または、特別永住者とし

て永住することができる資格を含む）を確認することはこの限りでない。 

３ 甲は、乙が紹介した求職者を長期的に雇用する場合には、事前に乙に届け出た上で、

所定の紹介手数料等を支払う。 

４ 甲は、乙が紹介した求職者について、乙が紹介した日の翌日から２ヵ月間、乙が職業

紹介業務を行うことを確認する。甲は、乙に対し、乙の職業紹介業務を妨害しないこと

を約する。 
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５ 甲は、本条各項に違反した場合、乙に対し、別紙遵守事項で定める金額の違約金を支

払う。 

 

第１４条（権利・義務の譲渡等の禁止） 

 甲および乙は、事前の書面、メールまたは LINEによる相手方の同意を得ない限り、本契

約および個別契約に基づく権利、義務の全部または一部を第三者に譲渡、承継あるいは担保

に供してはならない。 

 

第１５条（損害賠償） 

１ 乙は、甲に対し、乙があっせんする予定の求職者が無断欠勤または当日欠勤した場合、

当該求職者に関する紹介手数料を請求しないことを約する。 

２ 前項に定めるほか、甲は、乙に対し、乙があっせんする予定の求職者が無断欠勤また

は当日欠勤した場合、損害賠償請求をしないことを約する。 

３ 前二項に定めるほか、甲または乙は、故意または過失により相手方に損害を与えた場

合には、相手方に対してその損害を賠償する責任を負う。 

 

第１６条（契約解除） 

 甲または乙は、相手方が次の各号の一に該当した場合には、相手方に対し何らの催告を要

せず、将来に向かって本契約の全部もしくは一部を解除することができる。 

(1) 本規約の定めに違反したとき。 

(2) 仮差押、仮処分、差押または競売の申立て等を受けたとき。 

(3) 民事再生、会社更生、破産または特別清算手続等の申立てがあったとき。 

(4) 解散の決議をしたとき。 

(5) 正当な理由なく公租公課を滞納して督促を受けたとき。 

(6) 金融機関から取引停止の処分を受けたとき。 

(7) 事業停止命令、改善命令または事業廃止命令を受けたとき。 

(8) 甲が別紙同意書に違反したとき。 

(9) その他前各号に準ずる行為があったとき。 

 

第１７条（反社会的勢力の排除） 

１ 甲および乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。 

(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者またはその

構成員（以下、総称して「反社会的勢力」という。）ではないこと。 

(2) 自らの役員（業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をい

う。）が反社会的勢力ではないこと。 

(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。 
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(4) 自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと。 

ア 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為 

イ 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為 

２ 甲または乙の一方について、次の各号のいずれかに該当した場合には、その相手方は、

何らの催告も要せずして、本契約を解除することができる。 

(1) 前項の確約に反する事実が判明したとき。 

(2) 契約締結後に自らまたは役員が反社会的勢力に該当したとき。 

３ 前項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じ

る損害について、その相手方に対し一切の請求をすることができない。 

 

第１８条（契約解除時の措置） 

 前二条により契約が解除された場合、甲は乙から提供された情報について直ちに返還ま

たは当該データの削除を行う。 

 

第１９条（残存条項） 

 本契約が有効期間満了または解除により終了した場合といえども、本規約第９条（個人情

報の保護）、第１２条（営業秘密の保持）、第１５条（損害賠償）および第２２条（合意管轄）

に基づく権利義務ついては、なお効力を有する。 

 

第２０条（連帯保証） 

 連帯保証人は、金３００万円を限度として、甲と連帯して、本契約から生じる甲の一切の

債務を負担するものとする。 

 

第２１条（協議事項） 

 本規約に定めのない事項が生じたとき、および各事項の解釈に疑義が生じたときは、甲乙

協議の上、甲乙双方誠意をもって解決するものとする。 

 

第２２条（合意管轄） 

 甲と乙は、本契約より生ずる権利義務に関する訴訟については、訴額に応じ、東京簡易裁

判所または東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。 

 

第２３条（本規約の変更） 

 乙は、本規約を変更することができる。本規約を変更する場合、乙は、乙のウェブサイト

において本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を告知

する。 
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別紙 

遵守事項 

□キャストの紹介およびヘアメイクの紹介共通 

１ 弊社は、求職者一日紹介業務について、インターネットの会員制サイトにて

求職者の募集を行っております。 

依頼日時、時期、勤務条件、その他の事由によりご依頼にお応えできない場合

もございます。何卒ご理解、ご容赦下さい。 

 

２ 求人者が弊社より紹介された求職者と連絡先を無断で交換することおよび

無断で連絡を取り合うこと等の行為は、禁止されています。これらの行為が発覚

した場合は、サービスの利用を停止させていただきます。 

ただし、求人者が求職者の氏名、生年月日、性別、住所および国籍（在留資格

および在留期間、または、特別永住者として永住することができる資格を含む）

を確認することは可能です。 

 

３ 求人者は、弊社より紹介された求職者が店舗に到着しましたら、勤務時の注

意事項等の説明および確認を必ず行って下さい。説明の不備によって起こった

トラブルおよび事故等につきましては、弊社は責任を負いません。 

 

４ 求人者が弊社より紹介された求職者を優先的、または指名して出勤させた

い場合には、弊社担当者までご連絡下さい。 

 

５ 求人者が弊社より紹介された求職者を店舗様の在籍キャストまたは専属ヘ

アメイクとして長期的に雇用したい場合には、事前に弊社担当者に連絡のうえ、

ご相談下さい。 

 

６ 求人者は、弊社が職業紹介を行う求職者を、弊社を介さず無断で勤務させ

た場合には、弊社に対し、違約金として、①【無断で勤務させた日数×税込み紹

介手数料×２】または②税込み１１万円のうち、どちらか高い方の金額を支払

わなければなりません。求人者が弊社からの連絡に応じない、あるいは、求人者

が弊社に対し資料を提供しない等の理由により無断で勤務させた日数が不明確

なときは、無断で勤務させた日数を２００日間であるとみなします。税込み紹

介手数料は、求職者が最後に求人者の元で働いた時に発生した手数料の金額と

します。 
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７ 求人者は、紹介された求職者の年齢確認、本人確認および身分証の確認につ

いて、各店舗において勤務ごとにご確認下さい。 

求職者による盗難または器物損壊等の損害その他求人者と求職者との間で生

じた雇用契約上および雇用契約外のトラブルについて、弊社は責任を負いませ

ん。第三者と求職者との間で生じたトラブルについても、弊社は責任を負いませ

ん。 

 

８ 求人者は、弊社からご連絡をした出勤予定者以外の求職者が出勤した場合、

または、出勤予定者が到着予定時刻を過ぎてもお店に到着をしていない場合に

は、お手数ですが弊社担当者までご連絡を下さい。 

 

９ 求人者は、求職者に関し勤務中に何らかのトラブルまたは事故などが起こ

りましたら、必ず弊社担当者までご連絡を下さい。 

また、出勤した求職者についてトラブルを理由に勤務終了させる場合には、求

職者を帰宅させる前に弊社へご連絡を下さい。 

 

10 求人者は、紹介手数料について、口座振り込みまたは専用の払込用紙を用い

て（コンビニ払い）お支払い下さい。 

弊社は、紹介手数料を現金でお支払いすることをお断りしています。求人者が

紹介手数料を現金でお支払いした場合において、弊社が請求をした際には、紹介

手数料を改めてお支払い頂きます。この場合において、弊社は、発生したトラブ

ルについて責任を負いません。 

 

□キャストの紹介について 

１ 求人者は、原則的に、紹介された求職者の出勤予約後のキャンセルをするこ

とはできません。弊社は、出勤予約後のキャンセルについては、勤務日の日給お

よび紹介手数料をご請求させて頂きますので、何卒ご了承下さい。 

 

２ 求人者は、原則的に、紹介された求職者の出勤予約後のキャンセルをするこ

とはできません。万が一、出勤予約後にやむを得ない理由でキャンセルをする場

合については、前日の 21時（※朝昼キャバについては前日 17時）までにご連絡

下さい。キャンセル時間以降の依頼の内容の変更およびキャンセルにつきまし

ては、お断りさせて頂いております。また、依頼受付時の時給および※保証時間

については一切変更できません。 

※保証時間について 例えば保証時間 5 時間で募集した場合、実勤務時間が 4

時間でも 5 時間分保証して頂きます。 
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３ 求人者は、弊社から提供を受けたキャストの画像データについて、提供後１

週間以内に削除して下さい。 

 

□ヘアメイクの紹介について 

１ 求人者は、原則的に、紹介された求職者の出勤確定後のキャンセルをするこ

とはできません。出勤確定後のキャンセルについては、確定日の日給および紹介

手数料をご請求させて頂きますので、何卒ご了承下さい。 

 

２ 弊社は、ヘアメイクスタッフが出勤確定後に当日欠勤した場合、次回紹介時

のヘアメイク紹介手数料を無料とさせて頂きます。 

 

株式会社 B.I.G 
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別紙 

同意書 
株式会社Ｂ．Ｉ．Ｇ 

代表取締役 荻 野 佑 介 様 

 

求人者は、以下の各事項について同意します。 

 

①紹介手数料の支払い 

求人者は、本規約書の規定に基づいて紹介手数料を支払います。紹介手数料

の支払いにあたっては、本規約書の規定に基づいて定められる支払い日までに、

貴社指定口座へ紹介手数料を振り込むか、または専用の払込用紙を用いて（コ

ンビニ払い）支払います。 

求人者は、紹介手数料を現金で支払うことはしません。 

求人者は、事前の連絡をせず紹介手数料の支払いを遅延した場合には、求職

者紹介サービスの停止または解除がなされることについて了承します。 

 

②連絡・報告 

求人者は、紹介された求職者の入店および退店について貴社担当者へ報告を

します。 

求人者は、求職者の勤務日数についても貴社担当者へ正確に報告をします。 

求人者は、求職者に勤怠等その他の問題がある場合にも速やかに貴社担当者

に連絡します。 

 

③情報提供者との連絡 

求人者は、貴社が仲介した情報提供業者または情報提供者と連絡先交換、連

絡および交渉をしません。 

求人者は、情報提供業者または情報提供者との業務の連絡等については、貴

社担当者を通じてやり取りをします。ただし、貴社が連絡のやり取りを認めて

いる場合を除きます。 

 

④求職者との連絡等 

求人者は、貴社が求職者に対し、求人者が求職者を面接した日から 2ヶ月間

職業紹介業務を行うことについて了承します。 

求人者は、求人者が求職者を面接した日から 2ヶ月間は、他の職業紹介事業

者による求人あっせん広告を通した応募または求職者の直接応募その他手段

を問わず、貴社による紹介以外の方法で求職者を雇用しないことを了承します。 

求人者は、求人者が求職者を面接した日から 2ヶ月間が経過した後であって

も、求人者が求職者に連絡する方法で求職者の雇用を行わないことを了承しま

す。ただし、2ヶ月間を経過した後に、求職者が求人者に連絡をして応募をす

ることは妨げられません。 

求人者は、貴社に許可なく求職者と連絡および交渉をしません。ただし、求
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職者の氏名、生年月日、性別、住所および国籍（在留資格および在留期間また

は特別永住者として永住することができる資格を含む）を確認することは妨げ

られません。 

求人者は、求職者の年齢確認、本人確認および身分証の確認について、各店

舗において勤務ごとに確認します。 

 

⑤違反 

求人者は、本同意書に違反した場合は、催告されることなく求職者紹介サー

ビスの停止または解除がなされることについて了承します。 

求人者は、その時点での当月の個別契約内容は有効とし、直ちに紹介手数料

を支払うことについて了承します。 

 

⑥免責事項 

求人者は、求職者による盗難または器物損壊等の損害その他求人者と求職者

との間で生じた雇用契約上および雇用契約外のトラブルについて、貴社に責任

がないことを了承します。第三者と求職者との間で生じたトラブルについても、

貴社に責任がないことを了承します。 

 


